
資 　 　 本 　 　 金  

昭和48年2月 

1,300

昭和45年1月 

750

昭和51年2月 

2,000

平成元年12月 

3,136

平成9年3月 

3,811

平成12年3月 

6,000

平成17年9月 

6,728

平成18年3月 

6,828

平成19年3月 平成18年9月 

8,2337,231

金融機関 

株 　 主 　 数 　（ 人 ） 

所 有 株 式 数（ 単 元 ） 

割　合　（％） 

政府及び 

地方公共団体 

株式の状況（1単元の株式数1,000株） 

証券会社 
その他の 

法人 

外国法人等 

個人以外 個人 

個人 

その他 
計 

単元未満 

株式の状況 
（株） 

　当行は銀行業としての公共性を踏まえ、内部留保の充実に努めるとともに、配当につきましても「安定配当の継続」を基本方針として
おります。  
　当行は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。  
　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。  
　当中間期につきましては、上記方針に基づき、平成19年11月12日開催の取締役会において、第88期における中間配当金を1株当たり
2円50銭、支払開始日を平成19年12月10日とすることを決議致しました。  
　内部留保資金につきましては、個人・中小企業の皆さまへのご融資を中心として、安定的かつ効率的な運用を心掛け、株主各位への
安定的な利益還元に努めてまいります。  
　当行は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、会社法454
条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。 

配当政策について 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

東北銀行従業員持株会  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 

シービーエヌワイデイエフエイインターナショナル 
キ ャ ッ プ バ リ ュ ー ポ ー ト フ ォ リ オ  
（ 常 任 代 理 人 ）シ ティバ ン ク 銀 行 株 式 会 社  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 

富 国生命保険相互会社  

三井生命保険株式会社  

あいおい損害保険株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

日 本 通 運 株 式 会 社  

計 

東京都中央区晴海一丁目8番11号 

岩手県盛岡市内丸3番1号 

東京都港区浜松町二丁目11番3号 

1299 OCEAN AVENUE,11F,SANTA MONICA, 
CA 90401 USA 
（東京都品川区東品川二丁目3番14号） 

東京都中央区晴海一丁目8番11号 

東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 

東京都千代田区大手町一丁目2番3号 

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 

東京都中央区新川二丁目27番2号 

東京都港区東新橋一丁目9番3号 

所有株式数 住　　　　　　　　所 氏名又は名称 

区　　　分 

発行済株式総数に 

対する所有株式数の割合 

千株 ％ 

28 

2,154 

2.29

2,988 

2,422 

1,728 

1,528 

1,389 

1,106 

1,072 

1,066 

925 

649 

14,874

3.14 

2.54 

1.81 

1.60 

1.46 

1.16 

1.12 

1.12 

0.97 

0.68 

15.64

56 

19,837 

21.12

27 

933 

0.99

875 

22,915 

24.40

47 

3,014 

3.21

6,827 

93,923 

100.00

5,793 

45,068 

47.99

 

1,176,631

（注）　自己株式221,337株は「個人その他」に221単元、「単元未満株式の状況」に337株含まれております。 

1 

2 

0.00

単位：百万円 資本金の推移 

平成19年9月30日現在 株式所有者別内訳 

平成19年9月30日現在 大株主一覧 
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